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新たな地域医療構想について

これまでの国の検討状況

○新たな地域医療構想等に関する検討会（2024.3～2024.12）

・2040年頃の医療を取り巻く状況と課題
・現行の地域医療構想の評価と課題
・新たな地域医療構想の目指すべき方向性に関する整理

（高齢者救急への対応、医療機関機能報告の新設、構想区域のあり方 等）

• 現行の地域医療構想では、2025年の医療需要を踏まえた病床数の必要量（必要病床数）を定めた上で、病床機能報告、
地域医療構想調整会議における協議、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じて、入院医療に係る機能分化・連携の
取組を推進してきたところ。

• 医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大、現役世代の減少に伴う医療需要の変化に対応できるよう、 新
たな地域医療構想については、2040年頃を視野に入れつつ、入院医療のみならず、在宅医療、医療と介護の連携、人
材確保など含めた地域の医療提供体制全体に拡大する方向で検討が進められてきた。

「医療法等の一部を
改正する法律」

・2025. 2.14 提出
・2025.12.12公布
※順次施行

○地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（2025.7～）

・新たな地域医療構想策定ガイドラインの具体化に向けた検討
（構想策定・取組の進め方、医療機関機能報告、必要病床数の推計、構想区域のあり方、

地域医療構想調整会議における協議体制 等）

「新たな地域医療構想
策定ガイドライン」

（2026.3策定見込み）
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新たな地域医療構想について

新たな地域医療構想・策定の方向性

• 今後、2040年頃にかけて、医療・介護の
複合ニーズを抱える高齢者や認知症高齢者
の増加と生産年齢人口の減少が一層見込ま
れ、医療従事者の確保がますます困難とな
ることや、急性期医療の需要の減少、高齢
者救急・在宅医療のニーズの増加が進むこ
とが想定される。

• 2040年に向けた新たな地域医療構想にお
いては、増加する高齢者救急や在宅医療へ
の対応、人口減少する地域でも安心して医
療にアクセスできる体制の確保、必要病床
数や医療機関機能に着目した連携・再編・
集約化、医歯薬連携等の推進、医療と介護
の連携による認知症患者も含めた早期退院
に向けた取組等を進めていくことが重要で
ある。

※「新たな地域医療構想 とりまとめ(案）」より抜粋
（令和8年3月3日 第12回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会）
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新たな地域医療構想について

新たな地域医療構想と医療計画の関係

• これまで、地域医療構想は、都道府県で定
める医療計画の記載事項の一つとされてき
たところ（入院医療に係る病床の機能分
化・連携の促進）

• 新たな地域医療構想については、医療計画
の記載事項の一つではなく、入院医療、外
来・在宅医療、介護との連携等を含めた、
地域の医療提供体制全体の将来のビジョ
ン・方向性を定めるものとして位置付けら
れることとなった。

「新たな地域医療構想」が医療計画の上位に
位置づけられ、医療計画は、地域医療構想の
実行計画として、構想の内容を踏まえた具体
的な取組を記載

 4 



新たな地域医療構想について

「新たな地域医療構想」策定の主なポイント

主な内容項 目

• 人口20万人未満の区域等において、持続可能な医療提供体制の確保に向けて、周囲の区域の
人口や医療資源等も踏まえながら、必要に応じ、区域の広域化に向けた点検・見直しが必要

1 構想区域の見直しの検討

• 新たに4つの医療機関機能区分に関する報告制度が開始（2026年10月～）
• 特に、「急性期拠点機能」について、20～30万人に1医療機関を目安に、各構想区域におけ

る協議を行う必要（2026年度以降順次開始し、遅くとも2028年までに決定）

2 「医療機関機能報告」に
基づく協議

• 病床機能報告の機能区分のうち、「回復期機能」を「包括期機能」として再定義
（高齢者救急の受入れ、早期のリハビリテーションの提供等が主な役割）

3 病床機能報告の見直し
（「包括期」の設定）

• 将来の人口推計を用いた医療需要を推計するとともに、今後の効率化等の取組を踏まえた医療
需要を推計のうえ、必要病床数を算出する（前回同様、国が推計ツールを作成・提供）

• 新たな構想で追加される外来医療、在宅医療の将来推計も実施（国がデータ提供予定）

4 医療需要に基づく必要病
床数の推計

• 新たな地域医療構想の策定は、遅くとも2028年度までに実施
• 2026年度から2027年度上半期を目途に、構想区域の現状把握、必要病床数の設定、医療機関

機能の確保等に向け取り組むべき課題を設定し、必要に応じて区域の見直しを行う

5 新たな地域医療構想の策
定スケジュール

• 既存の協議の場を活用するなど、効率的かつ効果的に協議を進めることができるよう、議題等
に応じ柔軟に会議運営を実施

6 地域医療構想調整会議に
おける協議の進め方

• 新たな地域医療構想に「精神医療」を位置付け（2026年4月より、国がWGを設置して議論）7 その他

※これまでの検討会資料等を基に整理
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新たな地域医療構想について

1 構想区域の見直しの検討

• 人口20万人未満の区域等において、持続可能な医療提供体制の確保に向けて、周囲の区域の人口や医療資源等も踏まえて点検、
見直しを行う必要

• 区域の点検・見直しにあたっては、国が示す「点検のためのデータ」などを基に、持続可能な医療提供体制の確保が可能かを
検討（例：人口推計、医療機関数、医師数、医療の提供状況 など）
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新たな地域医療構想について

２ 「医療機関機能報告」に基づく協議

• 新たな地域医療構想では、「医療機関機
能」に着目した医療機関の役割分担を明確
化し、医療機関の連携・再編・集約化が推
進されるよう、「医療機関機能報告」が開
始される

• 医療機関機能としては、４つの区分がある
ほか、大学病院本院では、「医育及び広域
診療機能」を担うこととされている。

• 医療機関は、自ら検討を行った上で、現在
担っている機能に近い医療機関機能、
2040年に向けて担う医療機関機能に加え、
診療実績などを報告

※「医療機関機能・病床機能報告」として一体で報告
（2026年10月～）
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新たな地域医療構想について

２ 「医療機関機能報告」に基づく協議

• ４つの医療機関機能のうち、「急性期
拠点機能」に関しては、「人口20万人
～30万毎に1拠点を確保することを目
安とする」との考え方が示されている

• 本県の構想区域は、「地方都市型」あ
るいは「人口の少ない地域」に該当

2040年2025年二次保健医療圏

401,467443,996水戸

293,496338,376常陸太田・ひたちなか

174,687224,921日立

217,008246,815土浦

404,100448,995取手・竜ケ崎

228,186256,790鹿行

366,002365,276つくば

200,414241,351筑西・下妻

187,822216,572古河・坂東

2,473,1822,783,092計

（参考）構想区域別の将来推計人口

出典：「日本の地域別将来推計人口 令和5(2023)年推計」
（国立社会保障・人口問題研究所）
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新たな地域医療構想について

２ 「医療機関機能報告」に基づく協議

• 「急性期拠点機能」に関する構想区域
での協議について、遅くとも2028年度
までに、当該機能を有する医療機関の
決定を行う必要がある（策定する構想
の中で位置付けを行う想定）

• 急性期拠点機能を有する医療機関の決
定後、2035年を目途に、区域における
連携・再編・集約化等の取組を進める

• また、急性期拠点機能を担う医療機関
への集約化と併せて、高齢者救急・地
域急性期機能を担う医療機関との役割
分担について協議することが重要
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新たな地域医療構想について

２ 「医療機関機能報告」に基づく協議

• ４つの医療機関機能に関する協議のた
めのデータに関しても、厚生労働省で
例示されている

• 「急性期拠点機能」については、救急
医療の提供や、手術等の医療資源を多
く要する診療の、幅広い総合的な提供
などが求められる

• 「高齢者救急・地域急性期機能」につ
いては、高齢者に多い疾患の受入れや、
時間外緊急手術等を要さないような救
急への対応、高齢者施設等との平時か
らの協力体制などが求められる
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新たな地域医療構想について

２ 「医療機関機能報告」に基づく協議

• 「急性期拠点機能」の議論にあたっては、災害拠点病院、二次／三次救急医療機関、がん診療連携拠点病院など、政策医療に
おける中核的な役割を担うことが想定されており、こうした状況など踏まえ協議を行うことが重要
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新たな地域医療構想について

２ 「医療機関機能報告」に基づく協議

• 「医療機関機能・病床機能報告」にお
いて、地域における医療機関機能の協
議に資するためのデータを報告

• 報告対象となる医療機関においては、
協議で使用される情報となることを踏
まえ、報告漏れ・誤り等がないよう留
意のうえ報告していただくことが一層
求められる
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新たな地域医療構想について

３ 「病床機能報告」の見直し（「包括期」の設定）

• 病床機能報告における機能区分のうち、
「回復期機能」が「包括期機能」に名
称変更される

• 「包括期機能」は、急性期を経過した
患者への在宅復帰に向けた医療や、回
復期リハビリテーション機能に加え、
「高齢者等の急性期患者に対する治
療・早期リハビリ等の提供」の機能を
有する病床であることを明確化
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新たな地域医療構想について

３ 「病床機能報告」の見直し（「包括期」の設定）

• 各機能区分の報告にあたって参考とな
るよう、「目安となる入院料」が明示
される想定

• 「高度急性期機能」「急性期機能」に
ついて、「医療機関内で同じ入院料を
届け出ている場合でも、区別して報告
することが難しい」との意見もあるこ
とを踏まえ、地域での協議においては、
高度急性期と急性期の病床数を一体と
して取り扱うこととされる

（参考）医療機関機能と病床機能の関係
医療機関機能と病床機能については、必ずしも一対一

で対応するものではない。ただし、急性期拠点機能を担
う医療機関は高度急性期機能・急性期機能の病床を有し、
高齢者救急・地域急性期を報告する医療機関は包括期機
能の病床を有することが想定される

※「新たな地域医療構想 とりまとめ(案）」より抜粋
（令和8年3月3日 第12回地域医療構想及び医療計画等に関する
検討会）
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新たな地域医療構想について

４ 医療需要に基づく必要病床数の推計

• 必要病床数の算出にあたっては、2024年
度のNDBデータを用いて、将来の人口推
計を用いて現状投影した将来の医療需要
を推計

• さらに、今後の効率化等の取組を踏まえ
た医療需要を推計し、必要病床数を算出

（例：病床機能ごとの必要病床数のうち「包括期機能」に
ついて、これまで急性期と区分した75歳以上の患者の
うち5割を包括期の需要として見込む 等）

• なお、必要病床数の推計ツールについて
は、おって国から都道府県あてに提供さ
れる見込み（提供時期は現時点で未定）
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新たな地域医療構想について

４ 医療需要に基づく必要病床数の推計

• 必要病床数の推計にあたっては、今後の
医療機関における医療DXの取組推進や、
高齢者救急への対応が期待される包括期
病床を中心に進む、各病床における効率
化の取組等を踏まえながら、算出する必
要があることとされている

• なお、必要病床数の算出に用いる数値
（病床稼働率）については、医療機関と
してこの数値を目指すべき数値ではない
ことに留意が必要、との記載あり
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新たな地域医療構想について

５ 新たな地域医療構想の策定スケジュール

• 新たな地域医療構想の策定は、遅くと
も2028年度（令和10年度）末までに
行う必要がある

• 今後国において策定する「新たな地域
医療構想策定ガイドライン（2026年3
月策定見込）」において、協議すべき
事項や調整会議のあり方、スケジュー
ルなどの具体が示される見込み

• なお、検討会においては、以下のよう
なスケジュールが示されているところ

○2026年度～2027年度上半期
－構想区域ごとに現状の把握、医療機関機

能の確保その他2040年に向け中心的に
取り組むべき課題、都道府県単位で取り
組むべき課題を設定し、必要に応じて
区域の見直しを実施

○2028年度中
－取組の方向性について決定
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新たな地域医療構想について

６ 地域医療構想調整会議における協議の進め方

• 新たな地域医療構想は、これまでの入
院医療の機能分化に加え、外来・在宅
医療、医療と介護の連携、医療従事者
の確保など、対象範囲が拡大される

• 取扱うべき協議事項が多くなる一方で、
関係者間の「協議の場」に関しても、
効率的かつ効果的に運営されることが
求められるところ

• また、在宅医療、医療・介護の連携に
関しては、市町村が主体となる会議体
等を活用して連携することも考えられ
る（都道府県の体制に応じて、柔軟に
設定）
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新たな地域医療構想について

７ その他（「精神医療」の位置付けに伴う対応）

• 新たな地域医療構想に「精神医療」が
位置付けられることに伴い、精神科病
院における医療機関機能、医療機関機
能報告・病床機能報告の内容などに関
して、検討を進めていく予定

• 検討は、2026年度（令和８年度）中を
目途に結論を得るべく、国において
ワーキンググループを設置し、今後協
議を行っていく
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2035年度2030年度2029年度2028年度2027年度2026年度2025年度検討項目

構想区域の点検・
見直し

必要病床数の推計

医療機関機能に関
する協議

外来医療・在宅
医療・介護との
連携・医療従事者
の確保

精神医療

医療機関機能報告（2026.10～）

新たな地域医療構想について

新たな地域医療構想の策定スケジュール（案）【中長期的・検討項目別】

新
た
な
地
域
医
療
構
想
・
策
定

構想区域の現況・
課題等の整理

将来人口推計、医療提供状況
等に基づき必要性を協議

必要病床数の算出
国が提供する推計ツールに基づ
き算出、地域の必要病床数に関
して協議

病床確保に向けた
具体の取組等に関する

協議 等

外来医療・在宅医療・医
師確保計画の中間見直し

外来・在宅医療に係る
医療需要の推計

外来・在宅医療に
係る取組の検討

(入院医療体制を踏まえ検討)

(国WGにおける議論)
精神医療に係る

医療提供体制の協議

医療機関機能の確保に向けた協議(国検討会
における
議論)

新
た
な
地
域
医
療
構
想
策
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

求められる機能・体制や協議に必要なデータ等の
提示、「急性期拠点機能」の確保に向けた協議の
実施 等

ৗ
ञ
ऩ
৉
ୠ
ୢ
௜
ଡ
୳
؞
ध
ॉ
ऽ
ध
ी

（
構
想
区
域
の
現
況
・
課
題
・
方
向
性
等
）

継続
協議

第９次
医療計画の
策定作業

第９次
医療計画

2030年度
～

2035年度

新たな
地域医療
構想の
内容を
踏まえ
検討

医
療
機
関
の
連
携
・
再
編
・
集
約
化
等
に
係
る
一
定
の
成
果
の
確
保

後
期
計
画

※ガイドラインの内容・議論進捗等により適宜見直し

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
・
関
係
団
体
意
見
照
会

等
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新たな地域医療構想について

新たな地域医療構想の策定スケジュール（案）（2026年度中）

令和9年（2027年）令和8年（2026年）

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月４月３月

医療審議会

県
【事務局】

地域医療構想
調整会議

（参考）
国

第１回 第２回 第３回

●
ガイド
ライン
策定?

推計ツール
提供(?)

第１回
調整会議

第２回
調整会議

第３回
調整会議

医療機関機能・病床機能報告
（10月～12月）

第２回

• 「新たな地域医療構想」策定の考え方
• 構想区域の点検・見直しに係る協議 等

• 構想区域における必要病床数の提示
• 必要病床数の確保に向けた方向性等の協議 等

• 医療機関機能に関する構想区域
での協議 等

精神医療に係る検討WG（予定）

• 構想区域の点検・見直し
に係るデータ整理

（将来人口推計、構想区域
の医療提供状況 等）

新たな構想策定の考え方・
スケジュール 等

※ガイドラインの内容・国の推計ツールの提供時期、各構想区域における議論進捗等により、適宜見直し

• 構想区域の点検・見直しに係る協議の状況
• 必要病床数の推計の考え方 等

• 必要病床数の推計（県・構想区域）
※推計ツール等を活用

• 「医療機関機能」の協議に係るデータ整理
（救急車受入れ台数、全身麻酔手術件数など、各医
療機関の状況） ※国提供データ等の活用想定

• 必要病床数に係る協議の状況
• 医療機関機能の協議の考え方 等

外来医療、在宅医療に関する医療需要の推計 等 ※国提供データ等の活用想定

• 県・構想区域における必要病床
数の設定

• 在宅・外来医療、介護との連携、
精神医療に係る方向性 等

【随時】庁内関係課による横断的な議論（在宅医療、介護との連携、医療従事者の確保等の協議に向けた対応方針の検討等）
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